
軽自動車税の減免が受けられる人の範囲 

  

軽自動車税の減免を受けることができる人は、次に記載された障害の程度及び減免の対象となる軽自動車等の条件を満たしている場合に限られます。  

障 害 の 程 度    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 身体障害者手帳と戦傷病者手帳の双方の交付を受けておられる場合は、いずれかが上表に該当すれば減免を受けることができます。  

２ 戦傷病者手帳の交付を受けておられる場合で、昭和 28 年恩給法の改正に係る附則第 22 条の規定により恩給法附則別表第 5 に対する改正前の第 3 款症は、現

在の第 4 款症となりますので、減免を受けることができません。  

３ 精神障害の程度が上表の条件を満たしている場合でも、精神通院医療に係る自立支援医療費受給者証が交付されていなければ減免を受けることができません。  

（注）３ 参照 


